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長
寿
医
療
制
度
（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）
が

４
月
か
ら
始
ま
り
ま
し
た

　

長
寿
医
療
制
度
は
、
75
歳
以
上
の
人
と
一
定
の
障

害
の
認
定
を
受
け
た
65
歳
以
上
の
人
を
対
象
と
す
る
、

〜
75
歳
に
な
る
と
保
険
証
が

変
わ
り
ま
す
〜

独
立
し
た
医
療
制
度
で
す
。
対
象
と
な
る
人
は
、
そ

れ
ま
で
加
入
し
て
い
た
国
民
健
康
保
険
や
被
用
者
保

険
な
ど
の
医
療
保
険
の
資
格
が
な
く
な
り
、
こ
の
長

寿
医
療
制
度
で
医
療
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

75
歳
に
な
る
人
に
は
、
75
歳
に
な
る
誕
生
日
の
前

月
中
に
、
新
し
い
保
険
証
を
郵
送
で
お
届
け
し
ま
す
。

　

新
し
い
保
険
証
の
形
態
は
、
表
裏
の
１
枚
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

台
紙
の
ミ
シ
ン
目
か
ら
切
り
離
し
て
お
使
い
く
だ

さ
い
。

　

事
情
に
よ
り
住
民
票
の
住
所
以
外
の
場
所
へ
の
送

付
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
事
前
に
市
町
村
ま
で
お

申
し
出
く
だ
さ
い
。

▼
保
険
料
は
、
加
入
者
一
人
ひ

　

と
り
に
納
め
て
い
た
だ
く
こ

　

と
に
な
り
、
納
め
る
手
間
を

　

お
か
け
し
な
い
よ
う
、
原
則

　

と
し
て
年
金
か
ら
の
天
引
き

　
（「
特
別
徴
収
」）
と
な
り
ま
す
。

※
年
金
の
額
な
ど
に
よ
り
納
付

　

書
な
ど
で
納
め
る
「
普
通
徴

　

収
」と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
こ
れ
ま
で
加
入
し
て
い
た
国

　

民
健
康
保
険
な
ど
医
療
保
険

　

の
保
険
料
負
担
は
な
く
な
り

　

ま
す
。

▼
こ
れ
ま
で
と
同
じ
医
療
を
受

　

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
医

　

療
機
関
窓
口
で
の
負
担
も
、

　

こ
れ
ま
で
ど
お
り
１
割
（
現

　

役
並
み
の
所
得
が
あ
る
人
は

　

３
割
）
で
す
。

▼
制
度
の
運
営
は
、「
福
岡
県

　

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
」

　

が
行
い
、
保
険
料
の
徴
収
事

　

務
と
窓
口
業
務
は
、
市
町
村

　

が
行
い
ま
す
。

次のような場合は、国民健康保険などへの加入手続きが必要です。

被用者保険

夫（被保険者）
75歳未満

妻（被扶養者）
75歳未満

長寿医療制度

夫 75歳以上

国民健康保健など

妻 75歳未満

手続きが必要

※被用者保険とは、政府管掌および組合管掌健康保険、船員保険、
　共済組合を指します。

平
成
20
年
度　

長
寿
医
療
制
度　
　
　

の

保
険
料
が
決
定
し
ま
し
た

保
険
料
の
納
め
方
の
ケ
ー
ス

　

保
険
料
は
、
被
保
険
者
の
み
な

さ
ん
に
金
融
機
関
の
窓
口
で
お
支

払
い
い
た
だ
く
な
ど
の
手
間
を
お

か
け
し
な
い
よ
う
に
す
る
な
ど
の

観
点
か
ら
、
原
則
、
年
金
か
ら
お

支
払
い
い
た
だ
く
仕
組
み
（
特
別

徴
収
）と
な
っ
て
い
ま
す
。
な
お
、

年
金
額
が
18
万
円
未
満
の
人
な
ど

は
納
付
書
や
口
座
振
替
で
個
別
に

納
め
て
い
た
だ
く
（
普
通
徴
収
）

こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
平

成
20
年
度
は
、
被
用
者
保
険
の
被

扶
養
者
に
対
す
る
特
別
措
置
が
実

施
さ
れ
る
な
ど
の
理
由
で
、
次
の

と
お
り
に
な
り
ま
す
。

▼
保
険
料
は
、
県
内
同
一
の
基
準

　

で
算
定
さ
れ
ま
す
。

▼
保
険
料
は
、
被
保
険
者
の
一
人

　

ひ
と
り
に
か
か
り
ま
す
。
保
険

　

料
率
（
被
保
険
者
均
等
割
額
、

　

所
得
割
率
）
は
２
年
ご
と
に
見

　

直
さ
れ
ま
す
。

▼
保
険
料
は
、
被
保
険
者
の
全
員

　

が
負
担
す
る｢

被
保
険
者
均
等

　

割
額｣

と
、
被
保
険
者
の
所
得

　

に
応
じ
て
負
担
す
る｢

所
得
割

　

額｣

の
合
計
に
な
り
ま
す
。

▼
所
得
の
少
な
い
世
帯
に
属
す
る

　

被
保
険
者
は
、
被
保
険
者
均
等

　

割
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

平
成
19
年
中
の
所
得
確
定
に
伴
い
、
保
険
料
額
が
決
定
し
ま

し
た
。

　

７
月
中
旬
に
、
被
保
険
者
の
み
な
さ
ん
へ
、
平
成
20
年
度
分

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
決
定
通
知
書
を
お
届
け
し
ま
す
。

　

併
せ
て
、
今
回
、
保
険
料
の
納
付
方
法
や
時
期
、
健
康
診
査

な
ど
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

●保険料について

●保険料の決まり方
　（計算方法）

医療費総額

病
院
な
ど
に
支
払
う
自
己
負
担
額

＋

医療給付費

支援金約４割
支援金

（現役世代の保険料）

約
１
割

公費（税金）約５割
国：県：市町村＝４：１：１

保険料

被保険者
均等割額

＝
50,935 円

所得割額

保険料の賦課限度額は、50万円

＋ 総所得金額等
－33万（基礎控除額）

×所得割率
9.24％

　

な
お
、
ケ
ー
ス
４
に
該
当
す
る
は
ず
な
の
に
、
徴
収
開
始
が
９
月

以
前
と
な
っ
て
い
た
人
は｢

被
扶
養
者
で
あ
っ
た｣

と
確
認
さ
れ
て

い
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
は
、
お
手
数
で
す
が
、
役
場

住
民
課
ま
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

被保険者の皆さんから
負担していただく保険料

後
期
高
齢
者

医
療
制
度

特別徴収（◇…仮徴収、◆…本徴収）　普通徴収（◎…本徴収のみ）

ケース１ 既に年金から保険料を天引き（仮徴収）されて
いる人

※今回決定した平成 20 年度分保険料額から仮徴収額を差し引いた
　残りの額が、10 月・12 月・翌年２月の年金から天引きされます。
　今回の保険料が決定した際に年金天引きの基準に該当しなくなっ
　た場合は、納付書などで納めます。

特
別
徴
収

平成 20 年 平成 21 年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月

　　　

通知 通知

◆ ◆ ◆

ケース２ 普通徴収の対象となる人

※今回決定した平成 20 年度分保険料を、７月から翌年３月までの
　９回に分けて納付書などで納めます。

普
通
徴
収

平成 20 年 平成 21 年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月

　　　

通知

◇ ◇ ◇ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ケース３ 65 歳以上で一定の障害がある人および※被用
者保険の被保険者であった人

※特別徴収は 10 月から始まるため、９月までは納付書などで納め
　ます。なお、特別徴収の対象とならない人は、ケース２と同様 7
　月から翌年３月までの９回に分けて納付書などで納めます。

平成 20 年 平成 21 年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月

　　　

通知

ケース４ ※被用者保険の被扶養者であった人

※平成 20 年度の特別措置により９月までの保険料負担はありませ
　ん。特別徴収は、10 月から始まります。
　なお、特別徴収の対象とならない人は、10 月から翌年３月まで（６
　回）、納付書などで納めます。

平成 20 年 平成 21 年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月

　　　

通知

◆ ◆ ◆

特
別
徴
収
の
対
象

と
な
る
場
合

特
別
徴
収
の
対
象

と
な
る
場
合

◎◎ ◎ ◆ ◆ ◆
【※被用者保険の被保険者および被扶養者であったか否かは制度加入日の前日で判定します】

加　入

75歳到達

次のページへ続く

ご注意ください！
凡例

　

保
険
料
は
、
平
成
19
年
中
の
所

得
金
額
と
世
帯
（
注
１
）
の
状
況

を
基
に
本
算
定
を
行
い
、
決
定
し

ま
す
。

※
注
１　

｢

世
帯｣

と
は
、
平
成
20
年

　

４
月
１
日
時
点
の
世
帯
（
75
歳
に

　

な
る
人
、
県
外
か
ら
の
転
入
者
な

　

ど
は
そ
の
時
点
） 

を
基
準
に
し
て

　

い
ま
す
。


